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◆運転者の方へ 

○ 歩行者の保護を意識した運転を心がけましょう！ 

○ 子供の不意な飛び出しや横断などの一歩先の危険を予

測した運転で、事故を未然に防止しましょう。 
 

 

～  入 学 期 に お け る 交 通 事 故 防 止  ～ 

◆自転車利用者の方へ 

○ 自転車も車両です！交通ルールを守りましょう。 

○ 自転車の安全点検と、万が一に備え自転車保険（損害

賠償責任保険）へ加入をしましょう。 

○ 自転車利用時はヘルメットを着用しましょう。 

◆保護者の方へ 

○ 子供と一緒に通学路を歩いて、危ない場所を確認しま

しょう。 

○ 「飛び出しは絶対にしない」・「左右をよく確認して道路を

横断する」など、交通ルールを教えましょう。 

４月は、小学校へ入学する新一年生や進学して自転車で通い
始める中学生など道路環境に不慣れな児童や生徒の通学が始ま
ります。 

県民の皆さん一人一人が交通安全について考え、交通ルール
の遵守と交通マナーの向上に取り組み、子供たちを交通事故か
ら守っていきましょう。 


